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改正物品税法が官報に公示されま

した。
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2017年3月20日、昨年12月に議会で可決された仏暦

2560年（2017年）改正物品税法が官報に公示されまし

た。これにより、公示から180日後の2017年9月17日に

改正法が施行されることとなります。

今回の改正は、これまで複数設けられていた物品税関

連の法律（タバコ法、酒類法、物品税法等）を一本化す

るもので、大きな改正点として、物品税の課税標準が現

在の工場渡し（EXW）価格、最終卸売価格（酒類）また

はCIF価格（輸入品）から希望小売価格へ変更されるこ

とが挙げられます。

課税標準となる希望小売価格は、生産コストと管理コス

トに適切な利益を加えて算出し、通常の市場環境にお

ける最終消費者への販売価格（別途省令に規定）を下

回らない価格と規定されています。また、物品税の納付

義務を負う製造業者や輸入業者は、各製品の希望小

売価格とその製品コストの内訳について物品税局への

通知が求められます。

希望小売価格が設定されていない場合や複数存在す

る場合には、別途公布される省令に定めるガイドライン

に従って決定されます。また、改正法では、財務大臣の

委任を受け、物品税局長官に物品税の課税標準となる

希望小売価格を告示する権限が与えられています。
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改正法の官報公示を受け、正式に発効する2017年9月17日までに80通程度の規制細則が発行される見込みです。今

後の動向を注視し、新たなルールや手続きを正しく把握すると同時に、今回の改正が業務に与える影響を最小限にする

ための対応が望まれます。

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
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* このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提

供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ

ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の

点につきましては、弊事務所(電話番号：(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。 
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